
 

大北森林組合が不正に受給した補助金の使途のイメージ 

 

○ 不正に受給した補助金の対象期間は平成 19 年度から平成 25 年度までの７年間 

で、大北森林組合の会計年度は各年３月から翌年２月まで 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 不正に受給した補助金 

      約 14 億 5,200 万円 

 

・森林整備  

・森林作業道（未施工以外） 
 

約９億 8,200 万円 

（うち預り金約 7,800 万円） 

 

 

・森林作業道（未施工） 

約４億 7,100 万円

（うち預り金約 600 万円）

支 出 収 入 

◎ 事業費 約 13 億 6,900 万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 森林整備  約９億 400 万円 
 

  時期や内容は不適切であった 

ものの、森林整備が一定程度 

実施されている。 

大久保委員説明資料 

 ◆ 元専務理事 

約１億 6,800 万円 
 
 
 
 
 

 

◆ 職員給与、理事報酬の増 
 

約 1,800 万円※ 

不適正な申請により赤字補てん等を行う中で、大北森林組合は事業総利益を

増大（約３億 5,100 万円）させ、その利益を原資に人件費を増加（約２億 1,900

万円）、最終利益を増加（約 8,000 万円）させた※。 

 
◆ 着 服 

 
約１億 5,000 万円 

・高規格作業道整備の不正流用 

小橋興業に発注約４億 6,500万円

■ 小橋興業 

約４億 6,500 万円 
 

■ うち、補助事業の大北森林組合の 

自己資金分    約１億 4,000 万円 

県の検査で工事の行われてい 

ることが確認されている。 
 

■ うち、自己都合工事等（補助対象外）

約３億 2,500 万円 
 

    県の検査等がなく工事が行わ 

れているのか不明 

 

※大北森林組合が初めて不正に補助金を受給した平成 19 年度の直前３年の平均額を、平成

19 年度から 25 年度までの各年度に超過した額の合計 

事業拡大により、一部充当の可能性あり


